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平成２９年第８回教育委員会会議録 

日時：平成２９年５月２２日（月） 

 午後２時開会 

場所：教育委員会室 

 

出席委員   委   員  庄 山 昭 子 

       委   員  上 島  均 

       委   員  滝 澤 多佳子 

       委   員  富 田 昌 平 

        

出 席 者   教育長                 倉 田 幸 則 

教育次長                國 分 靖 久 

学校教育・人権教育担当理事        森   昌 彦 

教育事務調整担当参事（兼）教育総務課長 下 里 秀 紀 

教育総務課教育財産管理担当副参事 

（兼）施設担当副参事          橋 本 勝 人 

給食担当参事              南 条 弥 生 

教育推進担当参事（兼）学校教育課長   田 中   寛 

教育研究支援課長            伊 藤 雅 子 

生涯学習課長              米 山 浩 之 
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教育長 平成２９年第８回教育委員会を開催します。傍聴はございません。本日

の議案の概要説明をお願いします。 

 

教育次長 それでは、本日の議案の概要でございますが、第２４号 工事請負契

約について（立成小学校給食室増築その他工事）、第２５号 工事請負契約につ

いて（藤水小学校大規模改造（第一期）工事）、第２６号 工事請負契約につい

て（南郊中学校大規模改造（第一期）工事）、第２７号 津市通学区域審議会委

員の一部委嘱替え等について、４件の議案について、審議をお願いします。詳し

い内容につきましては、それぞれの担当課長から説明させますので、よろしくお

願いします。 

 

教育長 本日の議案は、お手元の事項書のとおり、議案第２４号から議案第２７

号の議案４件です。このうち、議案第２４号から議案第２７号の議案４件につき

ましては、津市教育委員会会議規則第１６条第１項第１号及び第２号の規定に

該当するため、非公開としたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

教育長 御異議ないようですので、非公開と決定します。 

 

議案第２４号 工事請負契約について（立成小学校給食室増築その他工事） 

議案第２４号 非公開で開催 

議案第２４号 原案可決 

 

議案第２５号 工事請負契約について（藤水小学校大規模改造（第一期）工事） 

議案第２５号 非公開で開催 

議案第２５号 原案可決 

 

議案第２６号 工事請負契約について（南郊中学校大規模改造（第一期）工事） 

議案第２６号 非公開で開催 

議案第２６号 原案可決 

 

議案第２７号 津市通学区域審議会委員の一部委嘱替え等について 

議案第２７号 非公開で開催 

議案第２７号 原案可決 
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教育長 それでは、議案第２４号 工事請負契約について（立成小学校給食室増

築その他工事）、事務局から説明をお願いいたします。 

給食担当参事。 

 

給食担当参事 議案第２４号 工事請負契約について（立成小学校給食室増築

その他工事）、御説明を申し上げます。津市立立成小学校給食室増築その他工事

につきましては、去る５月１６日に入札が行われ、落札人が「株式会社 宇戸平

工務店」に決定しましたので、お手元の議案書の通り１億９７３０万、とんで２

００円で契約を締結しようとするものでございます。恐れ入りますが、参考２か

ら７をお読みください。位置図、配置図、及び平面図でございます。工事の対応

といたしましては、給食室の増築及び改修、並びにトイレの改修等を行うもので

ございます。給食室につきましては、既存の給食室を増築し、増築後はドライシ

ステムを導入し、研修室、下処理室などの汚染作業区域と、調理室、配膳室など

の非汚染作業区域を部屋ごとに区別するとともに、調理員専用トイレや更衣室

を合わせて整備します。工期につきましては、契約の締結の日から起算して２０

５日間とし、２学期、３学期の給食につきましては、中央学校給食センターから、

調理・配送を行います。以上で説明を終わらせていただきます。御審査のほど、

よろしくお願いします。 

 

教育長 説明、以上でございますけども、御質問等、何かありましたらお願いい

たします。 

庄山委員。 

 

庄山委員 この給食室ですけれども、できあがったあかつきには何名の児童の

給食の準備ができるのか。それから、立成小学校の現在の児童数を教えてくださ

い。以上です。 

 

給食担当参事 今、立成小学校の児童数につきましては６３７人になっており、

１０年後についてけれどもほぼ横ばいっていうふうなことになっておりますの

で、教職員の分も含めまして７００食に対応するような給食施設を整備する予

定です。 

 

教育長 簡単な話、７００食までということで、まあ人数も横ばいってことで、

まあ増えても今後もおそらく対応できるであろうと。そういうことでよろしい

ですか。 
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教育長 あと、何かございましたら。よろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

教育長 それでは、あとございませんようですので、議案第２４号につきまして

は原案の通り承認する、ということでよろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

教育長 それでは、議案第２４号につきましては原案通り承認いたします。 

次に、第２５号 工事請負契約について（藤水小学校大規模改造（第一期）工事）、

説明をお願いいたします。 

施設担当副参事。 

 

施設担当副参事 議案第２５号 工事請負契約について（藤水小学校大規模改

造（第一期）工事）、御説明申し上げます。恐れ入りますけど２ページ目の参考

１をご覧ください。平成２９年度で営教総補第４号、津市立藤水小学校大規模改

造第１期工事につきましては、去る５月１６日に入札が行われ、落札人が「東海

土建株式会社」に決定しましたので、お手元の議案書の通り、２億９９００、と

んで１万４００円で契約を締結しようとするものでございます。恐れ入ります

が、参考２から７をご覧ください。位置図、配置図、及び各階平面図でございま

す。工事の概要といたしましては、建物の経年劣化にともなう大規模改造工事を

３ヵ年、３期に分けて実施しますところの初年の工期となります。今年度は昇降

機等増築、及び給食室・教室棟、管理普通教室棟及び特別教室棟の内外装及び手

すり等の改修を行うものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長 説明は以上ですけども、何か御質問等ありましたら、よろしくお願いい

たします。 

 

上島委員 確認ですがよろしいですか。 

 

教育長 上島委員。 

 

上島委員 ３階が中心で改築されるということですね。 
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施設担当副参事 はい。 

 

上島委員 で、あとはトイレと、西側の。 

 

施設担当副参事 全体の外装のですね、改修を全体に行わせていただいて、普通

教室を移動しながらやりますもので、今年度は内装の方は主に３階をさせてい

ただきたいと考えております。 

 

上島委員 東側のトイレを残したというのは、そっちを使うようにさせるとい

うことですか。 

 

施設担当副参事 そうですね。 

 

滝澤委員 はい。 

 

教育長 はい、滝澤委員。 

 

滝澤委員 設備はどのようなところを直されるんですか。 

 

施設担当副参事 全体的に全てなんですけれども、例えばトイレですと排水、給

水。あと電気の関係もですね、全て、がらんどうにさせていただいてですね、基

本的には、もう全て改修を行います。 

 

滝澤委員 全部ですか。 

 

施設担当副参事 はい。配線から何もかも、設備は。で、今年度からもう新たに

ですね、エアコンの整備もさせていただくのも伴いまして整備させていただく

ということです。 

 

教育長 はい、庄山委員。 

 

庄山委員 確認させていただきたいんですけども、今までも大規模工事をされ

ていたわけですけれども、トイレの快適化ということでトイレはどのようなか

たちに、和式と洋式の割合とかそういったようなものをお伺いしたいと思いま

す。それから、１つのトイレに、大体１０分の休憩時間に全員がトイレに行くと

して、何名ぐらいがトイレに行くことになるのか。エアコンは、既に設置をして
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いただけるというところですけれども、エレベーターももちろん設置をしてい

ただけるということですね。以上、お願いします。 

 

教育長 はい、３点、施設担当副参事。 

 

施設担当副参事 トイレの改修に関しましては、先ほど言わせてもらった全面

の改修をさせていただく中でですね、基本的に全てのトイレは洋式化にさせて

いただきます。ただ、各階に、１ヶ所「学習用トイレ」ということで、和式便器

の方は残させていただいています。と言いますのも、全ての日本、もしくは海外

のですね、全てのものが洋式になっている、ってことでありませんもので、和式

トイレの使い方というものについて、学校の方で教育していただきたいという

ことで、和式の方は各階に１ヶ所は残させていただいております。そういうふう

なものも含めまして、以前のトイレの洋式化につきまして、約２０人に対して１

ヶ所ということで設定をさせていただいた中でですね、まあそれ以上十分に個

数は確保されますもので、問題ないかな、というふうには考えております。あと、

エレベーターなんですけれども、これもバリアフリー化も、今回の大規模改造に

合わせて、エレベーターのみではなくて、スロープであるとか手すりであったり

とか、極力バリアフリーに関しまして対応できますように、改修させていただく

ことを前提に、エレベーターの方も近年配置させていただいております。 

 

教育長 トイレの洋式化の工事だけやったら２０人に１つでの洋式便器ですけ

ど、大規模改造の場合は基本的には洋式であって、各階に１つは和式の便器も置

いておく。そういう基本的な考えということでよろしいですか。 

 

施設担当副参事 はい。 

 

教育長 何か補足あるんですか。 

 

施設担当副参事 フルで改修させていただきますので。 

 

教育長 「フル」ってトイレの。 

 

施設担当副参事 今、トイレ快適化計画の中で現在させていただいているのが、

２０人に１基足りるような形の簡易改修という形になりまして、大規模改造に

関しましては全て内装から、要するにトイレの交換からですね、全てさせていた

だいている状況でございます。 
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教育次長 その２０人に１人はですね、トイレの洋式化の計画っていうのはで

すね、いわゆるトイレの、洋式便所に付け替えて、そして床をドライにするとい

うな形の、ある意味、まあ言うならちょっと簡易的な形でですね、できるだけ早

く洋式便器をお届けしたいというふうな感じの工事になっています。で、今回そ

の大規模改造でやるのが、床を割って配管からやり換えて、ということですので、

抜本的な、例えば臭いの対策とかですね、その辺なんかもちゃんと触れる内容の

工事になります。 

 

教育長 ということですけれど、よろしいでしょうか。その他、何かありました

ら。 

上島委員。 

 

上島委員 さっきのその２０人に１人というのは、何か基準がありますか。国か

何かの。 

 

施設担当副参事 特に基準っていうのは無いんですけど、平成２６年に計画の

方を開始させていただいたときにですね、どんどんいろんな意見を聞いてです

ね、まあ教育委員会の中で２０、大体それぐらいのものであれば適正だろう、と

いうことで１つ考えさせていただきまして、やっています。 

 

教育長 その他、何かございましたら。よろしいでしょうか。それでは無いよう

ですので、議案第２５号につきましては、原案通り承認、ということでよろしい

でしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

教育長 ご異議なきようですので議案第２５号につきましては原案通り承認い

たします。次に、議案第２６号 工事請負契約について（南郊中学校大規模改造

（第一期）工事）、説明お願いいたします。 

施設担当副参事。 

 

施設担当副参事 議案第２６号 工事請負契約について（南郊中学校大規模改

造（第一期）工事）につきましてご説明申し上げます。２ページ目の参考１をご

覧ください。平成２９年度、営教総補第５号 津市立南郊中学校大規模改造第一

期工事につきましては、去る５月１６日に入札が行われ、落札人が「株式会社 岩
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田組」に決定しましたので、お手元の議案書の通り、３億８０１８万１６００円

で契約を締結しようとするものでございます。恐れ入りますが、参考２から８を

ご覧ください。位置図、配置図と各階平面図でございます。工事の概要といたし

ましては、建物の経年劣化にともなう大規模改造工事を、３ヶ年、３期に分けて

実施しますところの初年度工事となります。今年度は管理教室棟、特別教室棟A、

普通教室棟及び特別教室棟 B の内外装及び設備等の改修を行うものでございま

す。以上で説明を終わらせていただきます。御審査のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

 

教育長 説明は以上ですけども、ご質問等ありましたらよろしくお願いいたし

ます。 

 

上島委員 ちょっとこれ教えてもらおうかな。 

 

教育長 上島委員。 

 

上島委員 落札金額と、最低制限価格との違いというのはどこにありますの。 

 

教育長 施設担当副参事。 

 

施設担当副参事 「最低制限価格」と言いますのは、入札をする際に、市の入札

を行った場合に最低の価格、それ以上最低を下回りますと契約はできない金額、

ということで設定をさせていただいております。入札金額そのもの自体はそれ

より上のですね、金額で一番安い入札金額で締結させていただきますので、その

金額というかたちになります。入札金額は業者がそれぞれ入れてきた金額とい

うかたちになります。 

 

上島委員 市としては指定のこれでやってということですよね。 

 

施設担当副参事 ある程度は工事の水準の規定を守るためにですね、あまりに

も安い金額ですと、きちんとした工事が行われないだろうという想定の中で、

「最低落札金額」っていうのを、調達契約課の方で設定をさせていただいて、そ

れをもとに入札の方を行っていただいております。 

 

教育長 よろしいでしょうか。庄山委員。 
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庄山委員 ３階から今、始めるということで、先ほどのところもそうだったんで

すけれども、教室数が多いので、他のところでプレハブか何か建てる、それか、

もう空いているところを詰めてできるんですか。 

 

教育長 施設担当副参事。 

 

施設担当副参事 今回はですね、学校の方とも協力させていただいて、特別教室

だったりとか、他の教室の方で代替えとして、改造期間の仮設教室として検討さ

せていただいて、何とか建てずにですね、やりくりをさせていただくと、そうい

う計画になりました。 

 

教育長 学校内で移動をするんですか。 

 

施設担当副参事 学校内でプレハブは建てずに、学校内で仮の教室を作ってで

すね。 

 

庄山委員 そうすると特別、理科の実験とか、そういうようなことに支障になる

ようなことはそんなには無いですか。何とかできますか。 

 

施設担当副参事 その件はもう学校の方とも話させていただき、何とか対応で

きるということで、話していただいております。 

 

教育長 その他、何かございましたでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

教育長 よろしいでしょうか。無いようですので、議案第２６号につきまして、

原案どおり承認ということでよろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

教育長 それでは、議案第２６号につきましては原案通り承認いたします。次に、

議案第２７号、津市通学区域審議会委員の一部委嘱替え等、につきまして、事務

局から説明をお願いします。 

学校教育課長。 
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【非公開】 

学校教育課長 説明 

各委員 質疑 

学校教育課長  

 

教育長 よろしいでしょうか。無いようですので、議案第２７号につきましては、

原案どおり承認ということでよろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

教育長 では、御異議無いようですので議案第２７号につきましては、原案通り

承認といたします。 

 


